
東北地方整備局　  岩手河川国道事務所

１．通行規制

【全面通行止めを行う区間及び迂回路】

迂回路：国道２８２号（分れ交差点）～県道２５７号（岩手大更線）～主要地方道１７号（岩手平舘線）
※詳細につきましては、別添図をご覧下さい

２．通行規制の情報収集方法

岩手河川国道事務所事務所ホームページ、道路情報板
日本道路交通情報センター他

副  所  長  （道路） 亀井 督悦 （内線２０５）
道路管理第一課長 三浦 邦彦 （内線４３１）
 ＴＥＬ　０１９－６２４－３２８９（道路管理第一課直通）

国土交通省　東北地方整備局 岩手河川国道事務所

問　い　合　わ　せ　先

《　発表記者会：岩手県政記者クラブ　》

全面通行止め区間：国道４号　　自：岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子地内
全面通行止め区間：国道４号　　至：岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割字下苗代沢地内

　なお、今後の通行規制等の情報収集方法としては、以下を参照して下さい。引き続き
道路利用者のご理解とご協力をお願いします。

大雨による全面通行止めのお知らせ

記者発表資料

平成２５年　９月１６日１８時３０分発表

　９月１６日の台風１８号に伴う大雨により国道４号岩手県盛岡市玉山区渋民地内（船
田橋付近）で、降雨の影響により水位の上昇が見込まれ、災害の危険性が高く通行の安
全が図れないと判断したことから、９月１６日１７時４８分、岩手県岩手郡滝沢村滝沢
字巣子地内～岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割字下苗代沢地内までの区間を
「全面通行止め」にしました。（迂回路は別添図参照。）

　災害対策支部（注意体制：河川、警戒体制：砂防）は継続中です。

大雨による防災情報（河川・砂防・道路）について（第５報）



○ 船田橋通行止めに伴う迂回路

国道282号

県道
 岩手大更線

主要地方道
岩手平舘線

船田橋

岩手町大字五日市第12地割
　　　　　　　字下苗代沢

滝沢村滝沢字巣子


